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電話番号：0896-59-2215
受付時間：8:30～12:00(月～土)13:30～17:00(月・火・水・金)

モダン会計事務所

令和7年度から65歳以上の方などを対象に

帯状疱疹ワクチンの定期接種が実施されています

定期接種の対象・接種する方法・費用

【 対象】 定期接種の対象者は以下の方です。

注1) 令和7 年度から 5 年間の経過措置として、その年度に 70,75,80,85,90,95,100 歳になる方も対象となります。
65 歳(S35.4.2 ～S36.4.1) 、 70 歳(S30.4.2 ～S31.4.1) 、 75 歳(S25.4.2 ～S26.4.1) 、
80 歳(S20.4.2 ～S21.4.1) 、 85 歳(S15.4.2 ～S16.4.1) 、 90 歳(S10.4.2 ～S11.4.1) 、
95 歳(S5.4.2 ～S6.4.1) 、 100 歳(T14.4.2 ～T15.4.1) 、 100 歳以上 (T14.4.1 以前 )

注2) 令和7 年度に限り、 100 歳以上の方は全員対象となります。

帯状疱疹は、痛みを伴う皮膚の病気です01

■帯状疱疹は、水痘帯帯状疱疹ウイルスが活性化することにより、神経に沿って痛みを伴
う水疱 (水ぶくれ )が現れる皮膚の病気です。

■合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障を
きたすこともあります。

帯状疱疹ワクチンは2種類あります

■帯状疱疹ワクチンには 2種類あり、接種方法や、効果とその持続期間、副反応などの特徴
が異なっていますが、 いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が
認められています。

生ワクチン 組換えワクチン

接種方法 皮下に接種 筋肉内に接種

接種回数と間隔 1回 年度内に２回 (2 ヶ月以上の間隔をあける )※

接種条件
病気や治療によって免疫の低下して

いる方は接種できません
免疫の状態に関わらず接種可能

料金(自己負担) 4,000 円 10,500 円(1 回あたり )
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※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早
期の接種が必要と判断した場合、接種期間を１ヵ月まで短縮できます。

石川クリニック： 〒799-0121 愛媛県四国中央市上分町732-1

ワクチン接種のご案内

※裏面をご確認ください。対象者には、市より接種案内 (予診票等 )が届きます。

石川クリニック
窓口でご相談

接種日の予約
当日

ワクチン接種
事前予約が
必要です！

①年度内に 65 歳を迎える方 (65 歳以下の方でも自己負担にて接種可能です。 )

②60 ～64 歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、
日常生活のほとんど不可能な方

詳細は当院ホームページにて

対象者は年度によって異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意ください。



電話番号：0896-59-2215

受付時間：8:30～12:00(月～土)
13:30～17:00(月・火・水・金)

モダン会計事務所
定期接種の対象年齢(生年月日)一覧表

【 対象】 定期接種の対象者は以下の方です。

■各年度内に 65 、 70 、 75 、 80 、 85 、 90 、 95 、 100 歳となる方
(※1 令和7年度のみ 100 歳以上の方全員対象 )

■接種時に 60 歳以上65 歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほ
とんど不可能な程度の障がいを有する者

他のワクチンとの同時接種について03

■合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたす
こともあります。

■帯状疱疹ワクチンは、 医師が特に必要と認めた場合 に、インフルエンザワクチンや新型コ
ロナワクチン等と 同時接種が可能です。

【石川クリニック】

〒799-0121

愛媛県四国中央市上分町732-1

※裏面をご確認ください。対象者には、市より接種案内 (予診票等 )が届きます。

対象者は年度によって異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意ください。

①年度内に 65 歳を迎える方 (65 歳以下の方でも自己負担にて接種可能です。 )

②60 ～64 歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活のほとんど不可能な方

各年度に対象となる年齢に到達する者の生年月日

年齢 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

65歳 S36.4.2～S37.4.1 S37.4.2～S38.4.1 S38.4.2～S39.4.1 S39.4.2～S40.4.1

70歳 S31.4.2～S32.4.1 S32.4.2～S33.4.1 S33.4.2～S34.4.1 S34.4.2～S35.4.1

75歳 S26.4.2～S27.4.1 S27.4.2～S28.4.1 S28.4.2～S29.4.1 S29.4.2～S30.4.1

80歳 S21.4.2～S22.4.1 S22.4.2～S23.4.1 S23.4.2～S24.4.1 S24.4.2～S25.4.1

85歳 S16.4.2～S17.4.1 S17.4.2～S18.4.1 S18.4.2～S19.4.1 S19.4.2～S20.4.1

90歳 S11.4.2～S12.4.1 S12.4.2～S13.4.1 S13.4.2～S14.4.1 S14.4.2～S15.4.1

95歳 S6.4.2～S7.4.1 S7.4.2～S8.4.1 S8.4.2～S9.4.1 S9.4.2～S10.4.1

100歳 T15.4.2～S2.4.1 S2.4.2～S3.4.1 S3.4.2～S4.4.1 S4.4.2～S5.4.1

※過去に当該接種に相当するワクチンを 1度でも接種した方 (実費での接種も含む )は、接種の対
象者となりません。

※期間内に接種を行わなかった場合は、全額自己負担となります。
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